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事実の概要

　Ｙ社に雇用されトラック運転手として勤務して
いたＸは、平成 22 年 7 月 26 日、Ｙ社の業務と
してトラックを運転中に、Ａの運転する自転車と
接触し（以下「本件事故」という）、これによりＡ
を死亡させた。Ａの相続人には長男Ｂ及び次男Ｃ
がいた。このうちＣは、Ｙ社に対して損害賠償請
求訴訟を提起し、訴訟上の和解に基づき、Ｙ社か
ら和解金 1300 万円の支払いを受けた。他方、Ｂ
は、Ｘに対して損害賠償請求訴訟を提起したとこ
ろ、その控訴審は、1383 万円余りの限度で請求
を認容する旨の判決を言い渡し、これが確定した。
Ｘは、同判決に従い、Ｂのために 1552 万円余り
を弁済供託した。
　そこでＸは、Ｙ社に対し、主位的に、本件事故
により生じたＡの損害全額をＹ社が負担する旨の
合意に基づき、予備的に、被用者の使用者に対す
るいわゆる逆求償権に基づき、（弁済供託した額に
対応する）1552 万円余りの支払いを求める訴訟を
提起した（本訴請求）。これに対し、Ｙ社も、Ｘ
に対し、（Ｃへ支払った和解金に対応する）1300 万
円の支払いを求める反訴を提起した（反訴請求）。
　第一審（大阪地判平 29・9・29LEX/DB25565038）は、
本訴請求の主位的主張にかかる合意の成立を認定
しなかったが、予備的主張については、被用者と
使用者とが負担する損害賠償債務は「不真正連帯
債務」であり、「一方が自己の負担部分を超えて
賠償債務を履行した場合には、その部分について、
他方に求償することができる」としてこれを認め、
本訴請求を認容した。他方、反訴請求については、

Ｙ社はその負担部分 75％を超える額を支払って
いないとして棄却した。これに対し、Ｙ社が控訴
した。
　原審（大阪高判平 30・4・27LEX/DB25565039）は、
次の通り判示して、本訴請求について第一審判決
を取り消した（本訴請求、反訴請求ともに全部棄却）。

「民法 715 条 1 項は、被害者保護のため……被害
者が資力の乏しいこともある被用者から損害賠償
金を回収できない危険に備えて、報償責任や危険
責任を根拠にして、使用者にその危険回避の負担
を負わせたものであって、本来の損害賠償義務を
負うのは、被用者であることが前提とされている。
……そうすると、民法 715 条 3 項の求償権が制
限される場合と同じ理由をもって、逆求償という
権利が発生する根拠とまですることは困難であ
る。結果が公平に見えることがあるだけでは、理
由とはならない」。これに対し、Ｘが上告受理を
申し立てた。

判決の要旨

　本訴請求に関する部分につき、破棄差戻し（求
償可能額につき審理を尽くさせるため）。
　「民法 715 条 1 項が規定する使用者責任は、使
用者が被用者の活動によって利益を上げる関係に
あることや、自己の事業範囲を拡張して第三者に
損害を生じさせる危険を増大させていることに着
目し、損害の公平な分担という見地から、その事
業の執行について被用者が第三者に加えた損害を
使用者に負担させることとしたものである……

〔 最 判 昭 32・4・30 民 集 11 巻 4 号 646 頁、 最 判 昭
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63・7・1 民集 42 巻 6 号 451 頁参照〕。このような
使用者責任の趣旨からすれば、使用者は、その事
業の執行により損害を被った第三者に対する関係
において損害賠償義務を負うのみならず、被用者
との関係においても、損害の全部又は一部につい
て負担すべき場合があると解すべきである。
　また、使用者が第三者に対して使用者責任に基
づく損害賠償義務を履行した場合には、使用者は、
その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業
務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、
加害行為の予防又は損失の分散についての使用者
の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の
公平な分担という見地から信義則上相当と認めら
れる限度において、被用者に対して求償すること
ができると解すべきところ……〔最判昭 51・7・8
民集 30 巻 7 号 689 頁〕、上記の場合と被用者が第
三者の被った損害を賠償した場合とで、使用者の
損害の負担について異なる結果となることは相当
でない。
　以上によれば、被用者が使用者の事業の執行に
ついて第三者に損害を加え、その損害を賠償した
場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、
損害の公平な分担という見地から相当と認められ
る額について、使用者に対して求償することがで
きるものと解すべきである。」
　なお、菅野裁判官及び草野裁判官の補足意見と、
三浦裁判官の補足意見とがある。

判例の解説

　一　はじめに
　本判決１）は、使用者の事業の執行について被
用者が第三者（以下「被害者」という）に対して損
害を与えた場合に、その損害を自ら賠償した被用
者が、使用者に対して求償できる旨を承認した、
初めての最高裁判決である。このような求償（民
法 715 条 3 項が定める使用者の被用者に対する求償
との対比で「逆求償」と呼ばれる２））の可否につい
ては、後述のように理論上の問題としては夙に意
識されてきたものの、実際の紛争事例に乏しく３）、
ごく最近に下級審判決において肯定例（佐賀地判
平 27・9・11 判時 2293 号 112 頁４））が現れるまでは、
下級審裁判例さえ認知されてこなかった。かくし
て本判決には、逆求償が可能であることを最高裁
として正面から示した点に、最も重要な先例的意

義がある（三）。加えて、逆求償の範囲についても、
それを定めるための考慮事情を明示したという意
義が認められる（四）。このように本判決は新た
な先例としての意味を持つが、その理由付けから
は、従来の判例（・学説）の立場（二）の延長線
上に導かれる判断を示したという自己規定を看取
できる。

　二　従来の判例・学説５）

　本判決は、その判断の理由として、使用者責任
の趣旨（１）からの演繹と、使用者の被用者に対
する求償を制限する解決（２）との権衡、という
2 点を挙げる。

　１　使用者責任の趣旨
　本判決は、学説により報償責任及び危険（危
殆）責任と定式化されてきた要素６）を挙げ、それ
らに基づく「損害の公平な分担」を以て使用者責
任の趣旨とする。こうした帰責原理をめぐる議論
は、被害者救済を確保する必要性とともに論じら
れる７）ことにも表れるように、第一次的には使
用者の被害者に対する損害賠償責任（民法 715 条
1 項）の根拠付けを、換言すれば、使用者と被害
者との間の損害の分担を念頭に置いているといえ
る８）。本判決が挙示する 2 つの最高裁判決（昭和
32 年最判及び昭和 63 年最判）における使用者責任
の趣旨に関する説示も、この脈絡を超えるもので
はなかったといえるし、原審判決も、使用者責任
の趣旨が及ぶ局面をこの脈絡に限定している。し
かし、主として大企業の発達という現実を前に、
使用者の帰責原理を使用者と被用者との間の損害
の分担の問題にまで徹底させて、賠償負担の被用
者への転嫁を不適切とみる発想９）が、程度の差
はあれ広く共有されていく。そこでの論点の 1 つ
が、使用者の被用者に対する求償（民法 715 条 3 項）
の制限であった。

　２　使用者の被用者に対する求償の制限
　この議論は、使用者に求償権が当然認められ
るという原則（民法 715 条 3 項＝注意的規定説）10）

を前提に出発した。その上で権利濫用による求
償権行使の否定 11）や、過失相殺の理論による求
償の減額 12）が試みられる一方で、（立法論として
は国家賠償法 1 条と同様に被用者の故意又は重過失
なき限り求償を認めないとする規律を適当としつつ
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も、）解釈論としては使用者が共同不法行為者と
いえる場合にその限りで求償が制限されうるにす
ぎないという見解も有力に存在した 13）。これに
対し、使用者責任は被用者の責任に加えられた二
次的責任にすぎないという理論的前提 14）にも批
判が向けられるようになる 15）。その批判は、使
用者も不真正連帯債務における固有の負担部分を
有するという理論構成により求償制限を試み、か
つ逆求償の余地も肯定する見解 16）をもたらした。
そうした中で、下級審裁判例の趨勢 17）も受けて、
本判決の引用する昭和 51 年最判が、信義則を根
拠とする求償制限の枠組みを最高裁として初めて
示すに至ったが、この枠組みが、使用者の全面的
な求償権を前提とする 18）のか、それとも使用者
の自己責任を観念する 19）のかについては解釈が
分かれており、この相違は逆求償の可否に影響を
与えるとみられていた。

　三　逆求償の可否
　逆求償の可否について触れる初期の言説におい
ては否定説が有力であった 20）が、使用者責任の
趣旨が使用者・被用者間の関係にも妥当するとし
て使用者の求償制限を認めるのであれば、同じ理
由によって逆求償を肯定するのが公平に適うと考
えるのが自然である 21）。問題は、その法律上の
発生原因が明らかではないことである 22）。本件
原審判決が「結果が公平に見える」ことを認めつ
つそれ「だけでは、理由とはならない」として逆
求償を否定せざるを得なかった所以も、また被用
者が使用者との間に共同不法行為の関係が成立す
る場合のみ逆求償を認めるという消極的な見解 23）

が存在する所以も、主としてこの点にあったと
いえる。これに対し、（不真正）連帯債務におけ
る使用者固有の負担部分の存在 24）、不当利得 25）、
安全配慮義務違反による損害賠償請求権 26）など、
公平な帰結を導くための様々な構成も試みられて
きた。
　本判決は、逆求償権の発生原因について直接に
は何も述べていないが、以下の 3 点を指摘できる。
第 1 に、昭和 51 年最判と同様の枠組みを受け止
めることが理論的に困難であると思われる共同不
法行為構成は、退けられているとみてよい。第 2
に、昭和 51 年最判の引用部分と異なり、本判決
の規範命題からは「信義則上」という文言が慎重
にも削られている。本判決が「結果」のみならず

理論構成も昭和 51 年判決のそれと平仄を合わせ
た 27）と読むならば、信義則に基づき逆求償を認
めたと解する 28）ことも排除されないが、逆求償
の余地を肯定する説示は使用者責任一般に射程が
及んでいるとみられるところ、契約上の信義則と
いう論理で果して契約関係のない使用関係におい
ても逆求償権を基礎付けうるのかについては、問
題が残る 29）。第 3 に、第一審判決が示した不真
正連帯債務構成を積極的に退ける表現はみられな
い。この構成は、最も一般的な射程を持つと思わ
れるが、今後この構成を採ると、特に被用者から
の賠償が部分的にとどまる場合、（平成 27 年改正
後の）民法 442 条の適否をめぐる難題 30）が生じ
うる。
　逆求償の可能性の承認が一般的射程を持つとす
れば、もし被用者の主観や使用者との関係性等に
鑑みて逆求償を否定すべき場合があっても、それ
は次の求償額の決定の問題として処理されること
になろう。

　四　逆求償の範囲
　逆求償の具体的な額をどのような考慮事情に基
づいて決するかについて本判決は、使用者から被
用者に対する求償の場合と「異なる結果となるこ
とは相当でない」という根拠とともに、昭和 51
年最判と同じ基準の適用を求めている。昭和 51
年最判を挙示する括弧書きが、他の最判を挙示す
るそれに比して、「参照」という文言 31）を除いて
いるのは、本判決が昭和 51 年最判を使用者・被
用者間の求償関係における負担の分担を決する先
例とみなしている、という見方を裏付けよう。
　差戻審の見通し 32）を検討する紙幅はないが、
補足意見は、いずれも逆求償を認める志向を強く
持っている。特に、Ｙ社が任意保険に加入してい
なかったという事実をＹ社の負担となる方向に評
価する点は、昭和 51 年最判を始め使用者の求償
制限における大きな考慮要素となってきたことと
平仄が合う。三浦補足意見は、貨物自動車運送事
業法やその施行規則の参照によって上記の評価に
法令上の基礎を与えようと試みるもので、注目に
値する。

　五　その他の問題
　今後の課題としては、逆求償権の行使を否定す
る内容の合意が事前又は事後に結ばれた場合の当
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該合意の効力（公序良俗違反として無効になる場合
がありうる）33）、代理監督者（民法 715 条 2 項）へ
の逆求償の可否及び範囲（本判決の直接の射程には
含まれないが、射程が拡張されるという議論は不可
能ではない）34）、といった点を挙げることができる。
●――注
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